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 当  
 部  

 知的財産高等裁判所 第２部  

 ○  意匠に係る物品を「人工歯」とする意匠につき，相違点の看過及び意匠の類否判断

に誤りがあるとして，公知意匠に類似することを理由に拒絶査定不服審判請求を不成立

とした審決を取り消した事例  

 

（関連条文）意匠法３条１項３号  

 

１ 事案の概要 

本件訴訟は，意匠登録出願拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟

で，本件の意匠はいずれも義歯等に用いる前歯の人工歯に関するものであり，本件訴訟の争点は意

匠の類似性である。なお，平成２４年（行ケ）第１０１０５号事件の本願意匠Ａ，同第１０１０６

号事件の本願意匠Ｂはそれぞれ上顎前歯の人工歯の意匠，同第１０１０７号事件の本願意匠Ｃは下

顎前歯の人工歯の意匠であり，同第１０１０８号事件の本願意匠Ｄは本願意匠Ａの，同第１０１０

９号事件の本願意匠Ｅは本願意匠Ｂの，同第１０１１０号事件の本願意匠Ｆは本願意匠Ｃのそれぞ

れ部分意匠である。 

原告は，平成２０年６月３０日，本願意匠Ａ～Ｆの登録出願をしたが（意願２００８－０１６９

０２，０１６９０３，０１６９０６，０１６９１４，０１６９１５，０１６９１８），特許庁から

公知意匠に類似するとの理由で拒絶査定を受けたので，不服審判請求をしたところ，本願意匠Ｂに

ついては平成２４年２月１３日に，本願意匠Ａ，ＣないしＦについては平成２４年２月１４日に，

それぞれ不成立審決（審決Ａ～Ｆ）を受けた。そこで，原告がこれらの審決の取消しを求めたのが

本件訴訟である。なお，審決の理由は，概ね，本願意匠Ａ～Ｆと各引用意匠とでは，意匠に係る物

品が同一であるところ，本願意匠Ａ～Ｆは引用意匠との共通点に係る形態から生じる印象が支配的

である一方，相違点はいずれも微弱で共通点から生じる印象を覆すに至らないから引用意匠と類似

するというものである。 

２ 裁判所の判断 

裁判所は，主として次のとおり判示して，審決Ａ～Ｆは相違点を看過し，引用意匠との類否判断

に誤りがあるとして，審決Ａ～Ｆを取り消した。 

人工歯の需要者は歯科技工士，歯科医であるところ，人工歯の需要者は，天然歯の形状を出発点

として，咬合やそしゃくの機能に合致するか否かの観点を第一次的に念頭に置き，製造業者や販売

業者から供給される人工歯を観察するが，第二次的には施術の容易性や義歯床への接合具合，審美

性の観点，そして意匠上の観点ではないが材質も考慮に入れながら，供給される人工歯を観察する。

そうすると，天然歯の持つ形態に由来する基本的特徴部分は，以上の観点からみて，人工歯に係る

意匠の類否判断において，共通点としての位置付けは小さい。 



本願意匠Ａと引用意匠Ａ（意匠登録第１１９７５３３号，甲Ａ１８）とは，少なくとも，唇側面

の側面視形状，基底面の輪郭形状，ファセット面の有無で異なるところ，審決Ａはこれらの相違点

を看過している。本願意匠Ａは看者に対し，引用意匠Ａよりもほっそりとした印象や上記ファセッ

ト面が設けられていることに伴う印象を生じさせるものであるところ，本願意匠Ａと引用意匠Ａの

相違点から生じる印象は，天然歯の形態の模倣を基調とする人工歯の意匠にあっても，基本的構成

態様を含む，両意匠の共通点から生じる印象に埋没せず，両意匠は類似しない。 

本願意匠Ｂと引用意匠Ｂ（意匠登録第１１９７０５９号，甲Ｂ１６）とは，少なくとも，唇側面

の側面視形状，基底面の輪郭形状，稜の側面視形状，ファセット面の有無で異なるところ，審決Ｂ

はこれらの相違点を看過している。本願意匠Ｂは看者に対し，引用意匠Ｂよりもほっそりとした印

象，左右非対称である印象や上記ファセット面が設けられていることに伴う印象等を生じさせるも

のであるところ，本願意匠Ｂと引用意匠Ｂの相違点から生じる印象は，基本的構成態様を含む，両

意匠の共通点から生じる印象に埋没せず，両意匠は類似しない。 

本願意匠Ｃと引用意匠Ｃ（意匠登録第１１９７０５６号，甲Ｃ１６）とは，少なくとも，唇側面

の側面視形状，基底面の輪郭形状，稜の側面視形状，ファセット面の有無で異なるところ，審決Ｃ

はこれらの相違点を看過している。本願意匠Ｃは看者に対し，引用意匠Ｃよりもほっそりとした印

象，左右非対称である印象や上記ファセット面が設けられていることに伴う印象等を生じさせるも

のであるところ，本願意匠Ｃと引用意匠Ｃの相違点から生じる印象は，基本的構成態様を含む，両

意匠の共通点から生じる印象に埋没せず，両意匠は類似しない。 

本願意匠Ｄ～Ｆについても，審決（Ｄ～Ｆ）はファセット面の有無に係る相違点を看過している

し，引用意匠Ｄ～Ｆ（引用意匠Ａ～Ｃの各先端付近の部分）との相違点から生じる印象は，共通点

から生じる印象に埋没せず，各意匠は類似しない。 

 

 


